
Peppolが輝かせる「主役」たち ～日・フィンランド、クロスボーダー取引での挑戦～

2025年６月４日、デジタル庁は、長野県海外林業技術等導入促進協議会（長野県・伊那市）関係者等の協力を得て、

フィンランド事業者から長野県内の団体に対する請求について、デジタルインボイスで行う実証を行いました。

フィンランド関係者との会合の様子（2025年5月20日）

現在、デジタル庁は、フィンランド政府（State Treasury)との間

で、日・フィンランド間でのクロスボーダー取引に係る請求のデジタ

ル化の取組を進めています。今般、長野県海外林業技術等導入促進協

議会（長野県・伊那市）関係者等にこの取組の趣旨・目的等に賛同い

ただいき、実証を行うことができました。

フィンランドにおいては、B2B（事業者間）取引に係る請求の90％が
e-invoiceで行われているとの実態もあり、請求を行う側であるフィンラ
ンド事業者の理解・対応は非常にスムーズでした。

そのうえで、Peppol e-invoiceで請求を受けるために、丁寧な対応と契

約段階からしっかりとした準備が不可欠であるといったチャレンジも改め

て認識されました。
E-invoiceの取組に係るJoint Statement

また、関係者からは「請求のデジタル化は、請求の仕組み（常識）そのものを変えるような大きな取組だと感じた」との

率直な受け止めとともに、「今般の取組を通じ、請求処理に係る業務改善の発想として新たな視点を学ぶことができた」と

いった評価もありました。
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